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第２章 環境の状況と対策
Ⅰ　温室効果ガス＊排出実質ゼロとする脱炭素社会＊、持続的な資源利用を可能とする循環
型社会づくり

目標と進捗状況

資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進第２節

指標 目標設定時 直近値 最終目標値

一般廃棄物＊の再生利用率 ２３.７％
（R元年度）

２４.２％
（R３年度）

３５.０％
（R８年度）

家庭系ごみの１人１日当たりの排出量 ５２８g/人・日
（R元年度）

５２６g/人・日
（R３年度）

４２８g/人・日
（R８年度）

食品ロス＊量 ２６.６万t
（H３０年度）

２２.４万t
（R２年度）

２３.３万t
（R８年度）

一般廃棄物の１人１日当たりの
最終処分量

３４g/人・日
（R元年度）

３２g/人・日
（R３年度）

２７g/人・日
（R８年度）

産業廃棄物＊の最終処分量 １９.３万t
（R元年度）

１５.３万t
（R３年度）

１４.８万t
（R８年度）

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」という）では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による除去量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。

食品ロス
ハイライト表示
本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品。事業活動に伴って発生するものと家庭から発生するものがある。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。



3R
ハイライト表示
循環型社会構築に向けた基本的な考え方。廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リサイクル：Recycle）の3つの頭文字をとったもの。なお、この3Rに再生可能資源への代替（リニューアブル：Renewable）を加えたものを「3R＋Renewable」という。

食品ロス
ハイライト表示
本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品。事業活動に伴って発生するものと家庭から発生するものがある。

グリーン購入
ハイライト表示
購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること。
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効率的な回収方法や、回収した資源が再び製品になり消費者に届く
までの資源循環の見える化について検証を行いました。

▪リサイクル製品の認定
　主に県内で発生する廃棄物を原材料に用いた物品で安全性や品質
などの基準を満たした製品を県が認定する「彩の国リサイクル製品
認定制度」を平成２４年度に創設しました。令和４年度末時点で２２製
品が認定されています。具体的な製品情報を積極的に広報すること
により、リサイクル資材の普及拡大とリサイクル産業の育成を図っ
ています。

▪「彩の国資源循環工場＊」の適切な運営管理
　本県では、先端技術を有する環境産業を集積した「彩の国資源循
環工場」を整備し、現在、８社のリサイクル施設と４社の製造施設
が操業しています。運営には、徹底した情報の公開と住民参加によ
る安全管理システムを採用しています。

▪下水汚泥＊ の活用、一般廃棄物＊ 処理施設の熱回収の促進、バイ
オマス＊ の利用促進

　「埼玉県農山村バイオマス利活用推進計画（平成３０年２月改訂）」
に基づき、家畜排せつ物、事業系食品残さ、農業集落排水＊ 汚泥、
製材工場等残材、稲わら・麦わら・もみがらなど農山村に広く賦存
するバイオマス資源の利活用促進を図っています。
　また、食品廃棄物の飼料化・肥料化・メタン発酵化の推進や下水
汚泥の消化・固形燃料化など、未利用の廃棄物系バイオマスについ
て、再資源化や効率的なエネルギー回収などの有効利用を促進して
います。
　令和４年度は県ホームページ及び研修会等でバイオマス利活用に

図２―１　彩の国資源循環工場の安全管理システム

写真２―１　彩の国資源循環工場

彩の国資源循環工場
ハイライト表示
寄居町にある埼玉県環境整備センター内に先端技術を有する民間リサイクル施設を集積した総合的な資源循環モデル施設。廃棄物の再資源化施設、環境負荷の軽減に寄与する製造業の施設が操業しており、現在、第1期事業では7社の再資源化施設が、また、第2期事業では2社の再資源化施設と4社の製造施設が立地して事業を展開している。

下水汚泥
ハイライト表示
下水道終末処理場内の水処理施設で、汚水から汚れを沈殿させたもの。下水汚泥は処理場内の汚泥処理施設で濃縮・脱水された後、焼却処分されるが、一部は固形燃料に加工されるなど有効利用されている。

一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。

バイオマス
ハイライト表示
間伐材や麦わら、家畜の排せつ物など生物由来の再生可能な有機性資源。

農業集落排水
ハイライト表示
農業用用排水の水質を保全し、農村における生活環境を改善するため、農業集落におけるし尿や生活雑排水等を処理する施設。
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関する情報提供や啓発を行いました。（研修会１回（７３人））
　また、農産物安全課内に「農山村バイオマス利活用相談窓口」を設置し、県民や事業者からの相談に応じました。（相談件数４９件）

▪浄水発生土＊ のセメント原料化など再資源化の促進
　産業廃棄物＊ の排出事業者及び処理業者に対しては、一般社団法人埼玉県環境産業振興協会と連携して産業廃棄物適正処理講習会※
を開催するなど、適正処理に向けた普及啓発を図っています。
　浄水場において河川水の浄水処理過程で発生する浄水発生土については、セメント原料化などにより再資源化を図りました。

▪太陽光パネルのリユース・リサイクルの推進
　太陽光パネルはガラス・金属・プラスチックが貼り合わされた複合素材のため、廃棄パネルをリサイクルするためには処理費用が高
額となることから、その多くが埋立処分されています。将来の大量廃棄を見据え、処理体制の確立や新たなビジネス創出となる連携の
支援を目的として、太陽光パネルメーカー、解体業者、処理業者、リユース業者等が参画する協議会を開催しました。

▪各種リサイクル法の的確な運用
（１）リサイクルに関する取組の推進
　容器包装リサイクル法に関連して、インクカートリッジ里帰りプロジェクト事務局が実施する「インクカートリッジ里帰りプロジェ
クト」に参加し、インクカートリッジ回収ボックスを県庁本庁舎及び第二庁舎内に設置しています。令和４年度は３０kg回収され、メ
ーカーごとに仕分けられた後、各メーカーが責任をもってリサイクルをしています。

（２）３R＊ に係る情報の発信
　NPO法人埼玉エコ・リサイクル連絡会の運営委員会に参加し、ごみの減量化やリサイクルを実践している団体や事業者に対して情
報の発信を行いました。

※産業廃棄物適正処理講習会：令和４年度は、コロナ禍の影響により、WEB配信による開催としました。

浄水発生土
ハイライト表示
河川水を取水し、浄水場で浄水処理を行う過程（沈殿池で河川水の濁りを沈殿させる。）で排出される泥のこと。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。

3R
ハイライト表示
循環型社会構築に向けた基本的な考え方。廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リサイクル：Recycle）の3つの頭文字をとったもの。なお、この3Rに再生可能資源への代替（リニューアブル：Renewable）を加えたものを「3R＋Renewable」という。
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３　廃棄物の適正処理の推進
▪廃棄物の排出事業者・処理業者への指導強化及び適切な行政処分の実施
（１）産業廃棄物＊ 排出者及び処理業者に対する指導強化
　県警本部や市町村など関係機関と連携を図りながら、産業廃棄物の排出事業者及び処理業者等に対して、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律に基づき行政指導を行うなど、悪質・不適正処理事案への対応強化を図りました。
　また、県外産業廃棄物事前協議制度＊ や建設リサイクル法※ に基づく家屋解体現場等への立入検査など、廃棄物の適正処理、再資源
化の促進が図られるよう指導を徹底しました。

※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
表２―１　監視・指導状況

年度 不法投棄 監視・指導数
不適正処理 適正処理 その他 合計

平成３０ ３８ ４,４６６ ５,７８６ ２７４ １０,５２６
令和元 ３２ ３,０６９ ７,０７２ ４３８ １０,５７９

２ ３３ ３,００７ ６,６６９ ７９４ １０,４７０
３ ７６ ２,７６０ ５,５１８ １,０１１ ９,２８９
４ ４３ ２,４５９ ５,６４５ ８１９ ８,９２３

（単位：件）（２）産業廃棄物排出者及び処理業者に対する適正な行政処分等
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める基準に違反した排出
事業者や処理業者に対して、口頭指導や文書勧告を行いました。
　事業者が指導に従わない場合は改善命令や業務停止等の行政処分
を、特に悪質性の高い事業者に対しては、許可取消処分を実施しま
した。

（３）産業廃棄物処理施設の立入検査等
　焼却施設や破砕施設など産業廃棄物処理施設の構造と維持管理が
適正であることを確認するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律等に基づく立入検査を実施し、必要な指導を行いました。

▪不法投棄の未然防止・早期発見・早期対応の徹底
（１）未然防止への取組
　県外産業廃棄物事前協議制度の運用や立入検査等により産業廃棄
物の排出者及び処理業者による適正処理を推進し、不法投棄の未然
防止を図りました。
　令和４年１０月７日から１２月３１日までの「不法投棄等防止強化期間」

表２―２　産業廃棄物排出事業者・処分業者に対する
行政処分などの状況

年度
行政処分 行政指導

報告徴収 合計許可取消 業務停止
施設停止

改善命令
措置命令 文書勧告 口頭指導

平成３０ １８ ４ ２ ２２ ４,３５０ １９ ４,４１５
令和元 ２５ ３ １ ２７ ２,９５７ １８ ３,０３１

２ １３ ５ １ １１ ２,９５０ ７ ２,９８７
３ ６ ０ ０ ３１ ２,６３６ ２２ ２,６９５
４ １８ １ ０ ５ ２,４５４ １２ ２,４９０

（単位：件）

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。

県外産業廃棄物事前協議制度
ハイライト表示
県外で発生した建設系産業廃棄物を県内の処理施設に搬入して処理する場合に排出事業者に対し県への事前協議を義務づける制度。
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に、県下一斉パトロール等の不法投棄防止の取組を集中的に実施しました。

（２）早期発見への取組
　廃棄物の不法投棄などの不適正処理の早期発見のため、民間協働による取組を強化して行いました。
　県が実施している定期的な監視パトロールのほかに、民間警備会社への委託による休日・夜間の監視パトロールを年間７３回実施しま
した。
　また、県内を巡回する業務を行っている民間企業、組合など４０の団体と「廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定」を結び、不法投
棄の情報提供をお願いしています。
　さらに、「廃棄物不法投棄１１０番」（０１２０－５３０－３８４：ごみをみはるよ）※ を設置し、県民の方から、フリーダイヤルで夜間・休日を問
わず１７３件の通報を受け付けました。

（３）早期対応への取組
　県土整備部、農林部などの関係部局、市町村、警察本部との連携を強化するために設置した埼玉県廃棄物等不法投棄対策推進会議及
び環境管理事務所ごとに設置した地区合同不法投棄等対策会議を中心に、関係機関が連携して監視パトロールを行い、不適正処理に迅

写真２―２　廃棄物の山のドローン撮影

速に対応しました。
　また、産業廃棄物指導課に現役の警察職員を２名配置するとともに、各
環境管理事務所に警察OB職員である廃棄物不適正処理監視指導員を配置
し、粗暴事案等への対応能力を高めました。悪質事案に対しては警察本部
との連携を図り対応しました。
　さらに、産業廃棄物対策に係る市町村職員の県職員併任制度により、令
和４年度末現在で５９市町村と協定を締結し、市町村職員に対して、県職員
と同様の立入権限を付与し、不適正処理の早期発見、早期対応に努めました。

（４）産業廃棄物＊ の山の撤去・改善
　廃棄物が大量に積まれて山となった場所に対し「捨て得は絶対に許さな
い」という基本方針の下、山を築いた行為者などに対して徹底した撤去指
導を行っています。
　また、崩落、火災の危険性及び有毒ガスの発生など県民の生活環境に重

「廃棄物不法投棄110番」（0120－530－384：ごみをみはるよ）
ハイライト表示
令和2年度から、「産業廃棄物不法投棄110番」を「廃棄物不法投棄110番」へ名称変更して運用を行っています。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。



PCB廃棄物
ハイライト表示
ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含む廃棄物。PCBは、変圧器やコンデンサー等の絶縁油として使用されていたが、有害性が判明したため、製造や輸入、新たな使用が禁止されており、令和9年（2027年）3月末までの処分が義務付けられている。
　なお、期限内処分を実行するため、県・政令市及び事業者の具体的な取組については、「埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に定めている。

石綿
ハイライト表示
天然に存在する繊維状鉱物で、アスベストとも呼ばれる。安価で丈夫なため、昭和30年（1955年）頃から多くの建築物等に使用されていたが、石綿の粉じんを吸い込むと肺がんや中皮腫を発症するおそれがあり、平成18年（2006年）9月以降原則として使用が禁止されている。

一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。
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全を期しています。環境整備センターでは、約２７１万tの廃棄物を埋め立てる計画となっており、令和４年度の埋立重量は２万８,０８２tで、
供用開始から約１８６万t（全容量の約６７％）を受け入れました。

４　廃棄物処理の継続性の強化及びレジリエンス＊の向上
▪廃棄物処理業界のイメージアップと人材育成
　循環型社会を担う産業廃棄物＊ 処理業界への優秀な人材の定着を目的に、県内産業廃棄物処理業者の新入社員を対象とした合同入社
式を令和４年５月３０日に開催し、２８人が参加しました。
　また、地域に愛され、信頼される環境産業を目指して、産業廃棄物処理業３S（スマイル・セイケツ・スタイル）運動の展開を図る
など、業界の重要性や魅力を効果的に発信する取組を推進しています。

▪市町村と連携した持続可能な廃棄物処理の推進
　安定的かつ効率的な一般廃棄物＊ 処理体制を構築するため、広域的な処理や処理施設の集約化を促進するとともに、地球温暖化対策
や災害時の廃棄物処理システムの維持のため、エネルギー効率の高い施設への計画的な更新等を促進しています。

▪災害廃棄物対策の推進
　令和４年７月の大雨において鳩山町などでは多数の建物に浸水被害が発生し、大量の災害廃棄物が発生しましたが、災害廃棄物処理
支援協定締結団体の協力のもと令和４年１０月までに処理を完了しました。
　また、県は、今後も起こりうる災害に備えるため、国、県、市町村及び災害廃棄物処理支援協定締結団体により研修を実施しました。

レジリエンス
ハイライト表示
英語で、「強靱さ」を意味する言葉。地域においては、災害などの突発的な変化や平常時の重圧に対して、より着実に耐久し、適応するための能力とされる。

産業廃棄物
ハイライト表示
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令により定められた20種類（汚泥、廃油、廃プラスチック等）の廃棄物。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に分類される。

一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。




